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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成19年６月28日に提出いたしました第87期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）有価証券報告書の

記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。 

  

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第６ 提出会社の株式事務の概要 

  

第７ 提出会社の参考情報 

２ その他の参考情報 

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

  

第一部 【企業情報】 

第６【提出会社の株式事務の概要】 

  （訂正前） 

  表  ＜省略＞ 

  

  （訂正後） 

  表  ＜省略＞ 

（注）当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 

（１）会社法189条第２項各号に掲げる権利 

（２）会社法第166号第１項の規定による請求をする権利 

（３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 

  

第７【提出会社の参考情報】 

２  【その他の参考情報】 

（訂正前） 

当該事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

（１） 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第86期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 平成18年６月28日に近畿財務局長に提出



（２） 半期報告書 

中間会計期間 第87期中（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 平成18年12月22日に近畿財務局長

に提出 

（３） 訂正報告書（平成18年３月26日提出の臨時報告書の訂正報告書）を平成18年４月27日に近畿財務局長に提出 

  

（訂正後） 

当該事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

（１） 有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度 第86期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 平成18年６月28日に近畿財務局長に提出

（２） 半期報告書 

       中間会計期間 第87期中（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 平成18年12月22日に近畿財務局長

に提出 

（３） 訂正報告書（平成18年３月26日提出の臨時報告書の訂正報告書）を平成18年４月27日に近畿財務局長に提出 

（４） 訂正報告書（平成18年12月22日提出の半期報告書の訂正報告書）を平成19年３月30日に近畿財務局長に提出 

（５） 臨時報告書 証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に

基づく臨時報告書を平成19年４月２日に近畿財務局長に提出 
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